
年末の交通安全県民総ぐるみ運動
実施期間：12月11日(木)から31日(水)までの21日間
交通安全スローガン 高めよう！とちぎの交通マナー

『マナーアップ！あなたが主役です』
運動の重点

(1) こどもと高齢者の交通時防止
(2) 飲酒運転等の根絶
(3) 自転車等利用時のヘルメット
着用と交通ルール遵守の徹底

(4) 「ライト４(フォー)運動」、「原則
ハイビーム」の推進と反射材用
品等の着用促進

令和７年
１２月号

足利警察署
毛野駐在所

℡４１－５０４１

熊の出没にご注意!!
１０月以降、足利市内において熊の

目撃情報が相次いでいます。
ツキノワグマはおとなしい動物です

が、時には人が襲われることもあるた
め、熊との事故を防ぐためにご協力を
お願いします。
★ 熊による人身被害防止のための基本
① においやエサで引き寄せないようにする。
② 屋外の生ゴミを撤去する。
③ 廃棄野菜の撤去、放置果樹の伐採。
★ もし、熊に出会ってしまったら・・・⁉
① ゆっくりと熊から離れましょう。
※ 大声を出さない

② 背中を向けず、走って逃げない。
③ グループで固まる。
④ 子熊にも近づかない。
※ 近くに親熊がいます


